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令和６年 第１８回全員協議会会議録 

令和６年１２月９日 議員控室 

 

○事 件 

 町長報告事項 

（１） 資源ごみ収集売却請求訴訟について（環境水道課） 

報告事項 

（１） 議員の期末手当の見直しについて 

（２） 議会カフェの実施について 

（３） 選挙時のＳＮＳの活用と規制について 

（４） 「八雲町議会の運営に関する基準」の一部改正について 

 

○出席議員（１３名） 

     議長 千 葉   隆 君       副議長 黒 島 竹 満 君  

赤 井 睦 美 君           佐 藤 智 子 君            

横 田 喜世志 君           大久保 建 一 君            

関 口 正 博 君           宮 本 雅 晴 君            

          倉 地 清 子 君           三 澤 公 雄 君 

          牧 野   仁 君           安 藤 辰 行 君            

斎 藤   實 君            

 

○欠席議員（１名） 

          能登谷 正 人 君 

 

○出席説明員（２名）         

   環境水道課長 横 田 盛 二 君    環境衛生係長 西 山   誠 君 

 

○出席事務局職員 

事務局長 野 口 義 人 君     事務局次長 成 田 真 介 君 

庶務係長 千 代 貴 大 君 
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〔開会 午後 ４時０６分〕 

 

◎ 開会・議長挨拶 

○議長（千葉 隆君） 全協を開催したいと思います。 

 今日の議題の前に 12 日の日も全員協議会を予定していて、会派代表者には事前にお話をしてお

りますが、新庁舎も含めて議論したいという旨、お伝えしておりますので、各議員の皆さんにおか

れましては、その日までにしっかりとした個々の議員の考え方をまとめていただくよう、よろしく

お願いいたします。 

 

◎ 町長報告事項 

○議長（千葉 隆君） それでは今日の議題に入っていきたいと思いますが、 

 ３町長報告事項の（１）資源ごみ収集売却請求訴訟についてですが、これについては、本定例会

に予算化されて事前審査にならない範囲で全協のほうでこの件何だったんだろうってことで、若干

担当課のほうからおさらいという意味での報告ということで報告を受けることとなっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、環境水道課のほうからご報告をお願いいたします。 

○環境水道課長（横田盛二君） 議長、環境水道課長。 

○議長（千葉 隆君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（横田盛二君） まずはじめにですね、本案件については、通常であれば文教厚生

常任委員会にて報告事項すべき事項ということで、報告がもれましたことに、最初に謝罪を申し上

げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。 

 それでは今回、補正予算の上程を予定しております、４款衛生費、２項清掃費、２目塵芥処理費、

44万３千円の資源ごみ収集売払請求訴訟について、口頭ではございますが、ご説明させていただき

ます。 

 まず経緯でありますが、八雲町はですね、燃やせないごみ、資源ごみを収集して、八雲町黒岩の

リサイクルセンターで資源化処理したあとに、金属プレス等、資源として町内業者に売却してござ

います。それで平成 26年度の金属プレス等の売却については、町内業者２社で見積合わせを四半期

ごとに行い、第１回目が４月から６月、第２回目が７月から９月、第３回目が 10月から 12月分を

相手方法人が落札いたしましたが、契約に基づく売り払い金の支払いがなされないため、事情聴取

や採択を行い、平成 27年度においては納付計画書の提出を求める通知に対して、平成 27年６月２

日に納付誓約書が提出されました。しかしながらですね、契約は履行されなかったため、契約書履

行催告書により通知を行いましたが、その後も未収金は納入されず現在に至っております。なお、

未収金の額については 11月分 7,540円、12月分 159万 2,460円の合計で 160万円であります。 

 相手方法人の代表者は札幌の病院へ入退院を繰り返しておりまして、長期間病気療養中でしたが、

現在は八雲町へ戻り、納付相談を昨年から継続してまいりましたが、未納の解消には至らないため、

強制的な債権回収へ向け、弁護士への委託料を計上するものです。 

 今後のスケジュールですが、補正予算を議決いただいたのち、弁護士事務所と契約を締結、その

後ですね、年明けに訴えの提起の議決をいただき、訴状を裁判所へ提出、年度内の債務名義を取得

することで進めたいということで考えております。 
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 以上簡単でございますが、資源ごみ収集売払金の請求訴訟業務の説明とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（千葉 隆君） いずれにしても、これまで決算委員会のときに、不納となっている部分で

何回か出ていた案件かと思いますので、皆さんのほうからも今ご説明がありましたことについて、

再度何かありましたら受けて行きたいと思いますが、何かございませんか。 

○議員（佐藤智子君） はい。 

○議長（千葉 隆君） 佐藤委員。 

○議員（佐藤智子君） 収入未済ですよね。不納欠損だと請求できない。 

○議員（大久保建一君） はい。 

○議長（千葉 隆君） 大久保さん。 

○議員（大久保建一君） ちょっと聞き漏らしたので、44万３千円は何の金。弁護士費用。それで

そしたら 160万円っていうのが。 

○環境水道課長（横田盛二君） 委託料の費用。 

○議員（大久保建一君） 160万っていうのが未収の。了解。 

○環境水道課長（横田盛二君） 160万円ですね。 

○議員（大久保建一君） 160万円取るのに 44万円かかるの。 

○議長（千葉 隆君） ほかに。 

なければこれで終わります。苦労様でした。 

 

◎ 報告事項 

次に４報告事項の（１）議員の期末手当の見直しについてを、事務局からご説明をお願いいたし

ます。 

○議会事務局長（野口義人君） 職員給与の民間を順守した改正に伴いまして、町長の給与を今回

改正を行うことから、同様に議員報酬についても改正を発委で議運の委員長から上程します。期末

手当のほうで 0.1か月という取り扱いになるので、よろしくお願いいたします。 

ただ今年度についてはすでに支給済みですので、0.1か月の調整は 12月の期末手当のほうで調整

させていただきます。 

来年度については、0.5で６月と 12月に振り分けます。よろしくお願いいたします。 

○議長（千葉 隆君） 今の期末手当の関係はよろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） それでは次の議会カフェの開催についてですが、これについては、皆さん

お手元に配布のとおり、令和７年二十歳の集いのシルバープラザで開催されるときに、議会カフェ

を開催するということで、いつもココアを提供しております。式典の受付は午後１時からでござい

ますので、１時少し前に全議員さんができる限り参加をお願いするかたちで開催していきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に選挙時のＳＮＳの活用について、これについては議運の委員長のほうから。プロジェクトチ

ームを作って。 

○議会運営委員会委員長（三澤公雄君） すみません、この間、議運で話し合いまして、全協にか

けてるんですけれども、その前に得意な人たちで小委員会を作って原案づくりをするってことで、
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そのあと全協にかけるって話し合いをいたしました。そのようなかたちで進めていただいてよろし

いですか。 

○議長（千葉 隆君） なぜやるかって。 

○議会運営委員会副委員長（大久保建一君） すみません、議運の副委員長なんですけど、SNS を

選挙における利用についてってことで皆さん報道等でご存じのことと思いますが、かなり最近のSNS

の利用についてはデマ、事実じゃないことだとか、いろんな噂話だとかがルーズされる状態で、正

しく利用されない場合があるということを懸念いたしまして、八雲町議会の選挙、来年 10月に行わ

れますが、全部を全部規制することはできないんですが、ただ、申し合わせ事項として自分たちが

発信する部分については、たとえばですよ、相手側のことを批判しないとか、自分たちの政策の発

信に努めるとか、そういう基本的な申し合わせ事項だけでも決めておかなければ、とんでもないこ

とがあるかもしれない。そんなみったくないことを八雲町議会としてはしたくないので、プロジェ

クトチームを作って、原案を考えたうえで皆さんに協力を仰げないかって議運で話し合いまして今

日にいたっています。 

○議長（千葉 隆君） そういうことで議論して成案が出たら改めて全協で提示しますし、現職の

議員さんだけではなく、新人の方にも原則の申し合わせ事項が万が一できた場合には、こういう考

え方で選挙に挑みますってこともお知らせするとか、そういったことについても触れていきたいと

いうことですので、結果が出次第、皆さんのほうで議論していただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 このことについて何か質問はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） それでは（４）運営基準について、事務局のほうからお願いいたします。 

○議会事務局長（野口義人君） 皆さんに机上配付の資料をご覧ください。 

 基準の改正については、全協に計って承認を受けるって進め方となるので、ジェンダー平等など

の観点からこれまで議長が議員を呼ぶ際の「君」と「さん」としていたものを、今回の定例会より

「何々議員」に改めて、適用したいというもので、本日から議長のほうは前後しましたが適用する

状況です。以上です。 

○議長（千葉 隆君） このことについて何かありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） なければこれで進めたいと思います。 

 そのほか皆さんから何かございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（千葉 隆君） なければ今日の全協は終わらせていただきます。ご苦労様でした。 

 

〔閉会 午後 ４時１８分〕 


